
Ⅱ 町税等の概要

（単位：億円）
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一般会計町税総額の推移　　

決算額



１ 租税体系図

-１１-

道府県民税

事業税
不動産取得税
道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
地方消費税
自動車税
鉱区税

自動車取得税

固定資産税（特例分）
軽油取引税
水利地益税

狩猟税

市町村民税

固定資産税
（国有資産等所在市町村交付金）
軽自動車税
市町村たばこ税
鉱産税

特別土地保有税

市町村法定外普通税

入湯税

事業所税
都市計画税
水利地益税
共同施設税

宅地開発税
国民健康保険税
市町村法定外目的税

所得税
復興特別所得税
法人税
復興特別法人税
相続税
贈与税
地価税
出国税
消費税
酒税

たばこ税
たばこ特別税
揮発油税
地方揮発油税
航空機燃料税
石油石炭税
印紙税
自動車重量税
関税
登録免許税
とん税
石油ガス税
特別とん税
電源開発促進税

国
税

道
府
県
税

普
通
税

目
的
税

租
税

普
通
税

目
的
税

市
町
村
税

地
方
税

【普通税とは】

その収入の使途を特定せず、一般的経費に充

てるために課される税のことです

【目的税とは】

特定の費用に充てるために課される税のこと

です



２ 税務事務概要

（１）固定資産評価審査委員会（定数３名）

（２）税務住民課事務分掌

（３）職員数等（４月１日現在）
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職名 氏名 任期
委員長 齋藤　照一 平成２９年１２月２２日～令和２年１２月２１日

職務代理者 鶴岡　嘉廣 平成２９年１２月２２日～令和２年１２月２１日

委員 川島　貞夫 平成２９年１２月２２日～令和２年１２月２１日

　町民税の申告及び賦課に関すること
　軽自動車税の賦課に関すること
　町たばこ税の賦課に関すること
　国民健康保険税の賦課に関すること
　法人町民税に関すること
　国税及び県税に関すること
　固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること
　固定資産の実地調査及び評価に関すること
　国有資産等所在市町村交付金に関すること
　公簿の閲覧及び固定資産の証明に関すること
　町税の徴収に関すること
　納税督促・催告に関すること
　滞納処分に関すること
　納税口座振替に関すること
　収納委託及び受託に関すること
　納税思想の普及に関すること
　納税の証明に関すること
　千葉県滞納整理推進機構に関すること

住
民
税
班

資
産
税
班

収
税
班

年度 課長 班
主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 計

住民税班 1 1 2 4
資産税班 1 2 1 4
収税班 1 2 1 4
計 2 4 0 4 0 2 12

主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 計
住民税班 1 1 1 1 4
資産税班 1 2 1 4
収税班 1 1 2 4
計 2 4 0 2 0 4 12

主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 計
住民税班 1 1 1 1 4
資産税班 2 1 1 4
収税班 2 1 1 4
計 3 3 0 2 1 3 12

主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 計
住民税班 1 1 1 1 4
資産税班 1 1 1 1 4
収税班 2 1 1 4
計 1 4 0 3 1 3 12

主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 計
住民税班 1 2 1 4
資産税班 1 1 1 1 4
収税班 2 2 4
計 1 4 0 2 3 2 12

職

27 1

28 1

29 1

30 1

31 1
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３ 平成３０年度町税決算（一般会計）

（単位：千円，％）

税目 予算額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率
平成29年度
収納率

平成28年度
収納率

町民税 1,232,970,000 1,462,501,897 1,388,789,031 3,563,480 70,149,386 94.96 94.33 93.18

個人現年課税分 1,016,810,000 1,086,857,629 1,071,833,853 0 15,023,776 98.62 98.51 98.44

個人滞納繰越分 12,068,000 73,529,768 17,187,578 3,329,280 53,012,910 23.37 26.19 26.47

計 1,028,878,000 1,160,387,397 1,089,021,431 3,329,280 68,036,686 93.85 93.31 92.13

法人現年課税分 203,792,000 299,488,000 298,882,900 0 605,100 99.80 99.64 98.83

法人滞納繰越分 300,000 2,626,500 884,700 234,200 1,507,600 33.68 57.91 23.53

計 204,092,000 302,114,500 299,767,600 234,200 2,112,700 99.22 98.93 98.10

固定資産税 1,257,681,000 1,368,012,522 1,311,003,415 1,259,908 55,749,199 95.83 96.31 95.82

現年課税分 1,242,919,000 1,314,124,300 1,292,156,043 0 21,968,257 98.33 98.89 98.75

滞納繰越分 10,119,000 49,245,022 14,204,172 1,259,908 33,780,942 28.84 28.88 28.40

計 1,253,038,000 1,363,369,322 1,306,360,215 1,259,908 55,749,199 95.82 96.30 95.81

国有資産交付金 4,643,000 4,643,200 4,643,200 0 0 100.00 100.00 100.00

軽自動車税 42,016,000 48,883,480 45,299,200 210,700 3,373,580 92.67 92.04 91.22

現年課税分 41,420,000 45,650,900 44,285,700 0 1,365,200 97.01 97.11 96.79

滞納繰越分 596,000 3,232,580 1,013,500 210,700 2,008,380 31.35 26.30 23.35

町たばこ税 162,010,000 176,619,777 176,619,777 0 0 100.00 100.00 100.00

都市計画税 108,108,000 115,404,396 110,560,120 105,638 4,738,638 95.80 96.31 95.80

現年課税分 107,255,000 111,207,300 109,348,244 0 1,859,056 98.33 98.89 98.75

滞納繰越分 853,000 4,197,096 1,211,876 105,638 2,879,582 28.87 28.86 28.57

合計 2,802,785,000 3,171,422,072 3,032,271,543 5,139,726 134,010,803 95.61 95.56 94.81

現年課税分　合計 2,778,849,000 3,038,591,106 2,997,769,717 0 40,821,389 98.66 98.86 98.69

滞納繰越分　合計 23,936,000 132,830,966 34,501,826 5,139,726 93,189,414 25.97 28.16 27.08
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４ 町税決算額の推移（一般会計）

（単位：千円，％）

つづく

区分 調定額 収入済額 収納率 前年比 調定額 収入済額 収納率 前年比 調定額 収入済額 収納率 前年比

現年 1,132,351 1,105,738 97.6 106.7 1,068,249 1,042,958 97.6 94.3 1,054,025 1,037,540 98.4 99.5

滞繰 119,287 27,196 22.8 163.2 109,672 25,866 23.6 95.1 101,173 26,784 26.5 103.5

計 1,251,638 1,132,934 90.5 107.6 1,177,921 1,068,824 90.7 94.3 1,155,198 1,064,324 92.1 99.6

現年 180,114 179,397 99.6 119.3 210,294 209,318 99.5 116.7 244,163 241,299 98.8 115.3

滞繰 2,126 333 15.7 66.5 2,040 254 12.5 76.3 2,380 560 23.5 220.5

計 182,240 179,730 98.6 119.1 212,334 209,572 98.7 116.6 246,543 241,859 98.1 115.4

1,433,878 1,312,664 91.5 109.0 1,390,255 1,278,396 92.0 97.4 1,401,741 1,306,183 93.2 102.2

現年 1,176,049 1,159,429 98.6 109.3 1,254,398 1,234,822 98.4 106.5 1,313,591 1,297,111 98.7 105

滞繰 64,237 15,262 23.8 133.0 58,684 13,608 23.2 89.2 57,263 16,264 28.4 119.5

計 1,240,286 1,174,691 94.7 109.6 1,313,082 1,248,430 95.1 106.3 1,370,854 1,313,375 95.8 105.2

交付金 現年 4,787 4,787 100.0 100.0 4,787 4,787 100.0 100.0 4,643 4,643 100.0 97

1,245,073 1,179,478 94.7 109.5 1,317,869 1,253,217 95.1 106.3 1,375,497 1,318,018 95.8 105.2

現年 32,370 31,338 96.8 107.1 33,967 32,941 97.0 105.1 40,830 39,517 96.8 120

滞繰 4,452 921 20.7 120.4 4,020 716 17.8 77.7 3,349 782 23.4 109.2

計 36,822 32,259 87.6 107.4 37,987 33,657 88.6 104.3 44,179 40,299 91.2 119.7

現年 178,742 178,742 100.0 98.2 187,928 187,928 100.0 105.1 179,632 179,632 100.0 95.6

現年 96,971 95,601 98.6 107.9 108,892 107,192 98.4 112.1 111,602 110,202 98.7 102.8

滞繰 5,534 1,308 23.6 132.3 4,983 1,148 23.0 87.8 4,891 1,397 28.6 121.7

計 102,505 96,909 94.5 108.2 113,875 108,340 95.1 111.8 116,493 111,599 95.8 103

2,801,384 2,755,032 98.3 108.0 2,868,515 2,819,946 98.3 102.4 2,948,486 2,909,944 98.7 103.2

195,636 45,020 23.0 148.2 179,399 41,592 23.2 92.4 169,056 45,787 27.1 110.1

2,997,020 2,800,052 93.4 108.4 3,047,914 2,861,538 93.9 102.2 3,117,542 2,955,731 94.8 103.3

年度 26 27 28

税目

計

計

町たばこ税

現年課税分

滞納繰越分

計

個人

法人

固定資産税

軽自動車税

都市計画税

合
計

町
民
税



-
１
５
-

つづき

（単位：千円，％）

資料：決算統計書

区分 調定額 収入済額 収納率 前年比 調定額 収入済額 収納率 前年比

現年 1,076,911 1,060,893 98.5 102.3 1,086,857 1,071,834 98.6 101.0

滞繰 83,515 21,869 26.2 81.6 73,530 17,187 23.4 78.6

計 1,160,426 1,082,762 93.3 101.7 1,160,387 1,089,021 93.8 100.6

現年 254,785 253,857 99.6 105.2 299,488 298,883 99.8 117.7

滞繰 4,412 2,555 57.9 456.3 2,626 885 33.7 34.6

計 259,197 256,412 98.9 106.0 302,114 299,768 99.2 116.9

1,419,623 1,339,174 94.3 102.5 1,462,501 1,388,789 95.0 103.7

現年 1,320,288 1,305,682 98.9 100.7 1,314,125 1,292,156 98.3 99.0

滞繰 50,849 14,686 28.9 90.3 49,245 14,204 28.8 96.7

計 1,371,137 1,320,368 96.3 100.5 1,363,370 1,306,360 95.8 98.9

交付金 現年 4,643 4,643 100.0 100.0 4,643 4,643 100.0 100.0

1,375,780 1,325,011 96.3 100.5 1,368,013 1,311,003 95.8 98.9

現年 42,939 41,697 97.1 105.5 45,651 44,286 97.0 106.2

滞繰 3,307 870 26.3 111.3 3,233 1,013 31.3 116.4

計 46,246 42,567 92.0 105.6 48,884 45,299 92.7 106.4

現年 179,463 179,463 100.0 99.9 176,620 176,620 100.0 98.4

現年 113,046 111,795 98.9 101.4 111,207 109,348 98.3 97.8

滞繰 4,326 1,249 28.9 89.4 4,197 1,212 28.9 97.0

計 117,372 113,044 96.3 101.3 115,404 110,560 95.8 97.8

2,992,075 2,958,030 98.9 101.7 3,038,591 2,997,770 98.7 101.3

146,409 41,229 28.2 90.0 132,831 34,501 26.0 83.7

3,138,484 2,999,259 95.6 101.5 3,171,422 3,032,271 95.6 101.1

年度 29 30

税目

計

計

町たばこ税

現年課税分

滞納繰越分

計

個人

法人

固定資産税

軽自動車税

都市計画税

合
計

町
民
税



５ 町税税率の推移
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区分 年度 １７ １８

町民税３，０００円　県民税１，０００円 町民税３，０００円　県民税１，０００円

町民税１，５００円　県民税５００円 ※生計を同一とする妻の均等割額は全額課税

・平成18年度町民税1,000円　県民税300円

・平成19年度町民税2,000円　県民税600円

・平成20年度町民税3,000円　県民税1,000円

・平成18年度1/3課税

・平成19年度2/3課税

・平成20年度全額課税

均等割

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

千本につき２,９７７円 千本につき３，２９８円

（旧３級品千本につき１,４１２円） （旧３級品千本につき１，５６４円）

所得割 7.80% 8.30%

資産割 26.6% 25.0%

均等割 　１９，５００円 　２９，４００円

平等割 　２２，５００円 　３１，２００円

限度額 ５３０，０００円 ５３０，０００円

所得割 0.80% 1.40%

均等割 　　９，０００円 　１３，０００円

限度額 　７０，０００円 　９０，０００円

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

国
民
健
康
保
険
税

基
礎
課
税
額

介

護

納

付

金

課

税

額

※前年の合計所得金額が１２５万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての均等割額は、次のとおりである

※前年の合計所得金額が１２５万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての所得割額は、次のとおりである

町たばこ税

12.3%

固定資産税

軽自動車

町
民
税

個
人

法
人

均等割

所得割

※平成１７年度のみ生計を同一とする妻の均等割額

は半額課税

土 地 ３００，０００円

家 屋 ２００，０００円

償却資産 １，５００，０００円

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

税率(%) 速算控除（円）

２００万円以下の金額 3 0

２００万円を超え ７００万円以下の金額 8 100,000

７００万円を超える金額 10 240,000

７００万円以下の金額 2 0

７００万円を超える金額 3 70,000

町

民

税

県

民

税

課   税   標   準   額
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区分 年度 １９ ２０

　町民税３，０００円　県民税１，０００円 　町民税３，０００円　県民税１，０００円

・平成19年度町民税2,000円　県民税600円 ・平成20年度町民税3,000円　県民税1,000円

・平成20年度町民税3,000円　県民税1,000円

・平成19年度2/3課税 ・平成20年度全額課税

・平成20年度全額課税

均等割

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

所得割 8.30% 5.60%

資産割 25.0% 25.0%

均等割 　２９，４００円 　２３，０００円

平等割 　３１，２００円 　３１，２００円

限度額 ５３０，０００円 ４７０，０００円

所得割 2.70%

均等割 　　６，４００円

限度額 １２０，０００円

所得割 1.40% 1.40%

均等割 　１３，０００円 　１３，０００円

限度額 　９０，０００円 　９０，０００円

（旧３級品千本につき１，５６４円）

千本につき３，２９８円

均等割

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

12.3%

固定資産税

軽自動車

町
民
税

法
人

※前年の合計所得金額が125万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての均等割額は、次のとおりである

個
人

※前年の合計所得金額が125万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての均等割額は、次のとおりである

※前年の合計所得金額が125万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての所得割額は、次のとおりである

※前年の合計所得金額が125万円以下であり、か

つ、平成１７年１月１日現在において、６５歳以上で

あった者についての所得割額は、次のとおりである

所得割

国
民
健
康
保
険
税

基
礎
課
税
額

後

期

高

齢

者

支

援

金

介

護

納

付

金

課

税

額

町たばこ税

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土 地 ３００，０００円

家 屋 ２００，０００円

償却資産 １，５００，０００円



-１８-

区分 年度 ２１ ２２

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

千本につき３，２９８円 千本につき４，６１８円

（旧３級品千本につき１，５６４円） （旧３級品千本につき２，１９０円）

所得割

資産割

均等割

平等割

限度額

所得割

均等割

限度額

所得割

均等割

限度額

４７０，０００円

町たばこ税

特別土地保有税

12.3%

固定資産税

軽自動車

課税停止

町
民
税

個
人

法
人

均等割

所得割

町民税３，０００円　県民税１，０００円

均等割

　３１，２００円

都市計画税 0.20%

国
民
健
康
保
険
税

基
礎
課
税
額

後

期

高

齢

者

支

援

金

介

護

納

付

金

課

税

額

　２３，０００円

25.0%

5.60%

　９０，０００円

　１３，０００円

1.40%

１２０，０００円

　　６，４００円

2.70%

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土 地 ３００，０００円

家 屋 ２００，０００円

償却資産 １，５００，０００円



-１９-

区分 年度 ２３ ２４

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

所得割

資産割

均等割

平等割

限度額

所得割

均等割

限度額

所得割

均等割

限度額

法
人

均等割

都市計画税 0.20%

12.3%

固定資産税

軽自動車

町たばこ税
千本につき４，６１８円

（旧３級品千本につき２，１９０円）

特別土地保有税 課税停止

町
民
税

個
人

均等割

国
民
健
康
保
険
税

基
礎
課
税
額

5.60%

25.0%

　２３，０００円

　３１，２００円

４７０，０００円
後

期

高

齢

者

支

援

金

2.70%

　　６，４００円

１２０，０００円
介

護

納

付

金

課

税

額

1.40%

　１３，０００円

　９０，０００円

町民税３，０００円　県民税１，０００円

所得割

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土 地 ３００，０００円

家 屋 ２００，０００円

償却資産 １，５００，０００円



-２０-

区分 年度 ２５ ２６

町民税３，５００円　県民税１，５００円

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

所得割

資産割

均等割

平等割

限度額

所得割

均等割

限度額

所得割

均等割

限度額

12.3%

千本につき５，２６２円

（旧３級品千本につき２，４９５円）

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

5.60%

25.0%

　２３，０００円

　３１，２００円

４７０，０００円

2.70%

　　６，４００円

１２０，０００円

1.40%

　１３，０００円

　９０，０００円

均等割 町民税３，０００円　県民税１，０００円
※特例により、平成２６年度から令和５年度ま
での１０年間、町民税分、県民税分がそれぞ
れ５００円ずつ引き上げられています

固定資産税

町たばこ税

基
礎
課
税
額
後

期

高

齢

者

支

援

金

介

護

納

付

金

課

税

額

町
民
税

個
人

所得割

法
人

均等割

軽自動車

国
民
健
康
保
険
税

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土　　　地　　　　３００，０００円

家　　　屋　　　　２００，０００円

償却資産　　１，５００，０００円



-２１-

区分 年度

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　１，０００円 　二輪　２，４００円

　　９０cc以下　１，２００円 　三輪　３，１００円　（３，９００円）

　１２５cc以下　１，６００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，０００円　（３，８００円）

　　５０cc以下　２，５００円 　　　　　　自家用　４，０００円　（５，０００円）

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　５，５００円　（６，９００円）

　農耕用　１，６００円 　　　　　　自家用　７，２００円　（１０，８００円）

　小型特殊1,000ｃｃ以下　２，４００円

　その他　４，７００円

二輪の小型自動車　４，０００円

所得割

資産割

均等割

平等割

限度額

所得割

均等割

限度額

所得割

均等割

限度額

２７

町民税３，５００円　県民税１，５００円

12.3%　※平成２６年１０月以降　９．７％

千本につき５，２６２円

（旧３級品千本につき２，４９５円）

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

5.60%

25.0%

　２３，０００円

　３１，２００円

４７０，０００円

2.70%

　　６，４００円

１２０，０００円

1.40%

　１３，０００円

　９０，０００円

均等割 ※特例により、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、町民税分、県民税分がそれ
ぞれ　５００円ずつ引き上げられています

固定資産税

※（　）は、平成２７年４月１日以降に最初（新車）
の新規検査をした車両のみに適用

町たばこ税

基
礎
課
税
額
後

期

高

齢

者

支

援

金

介

護

納

付

金

課

税

額

町
民
税

個
人

所得割

法
人

均等割

軽自動車

国
民
健
康
保
険
税

資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土　　　地　　　　３００，０００円

家　　　屋　　　　２００，０００円

償却資産　　１，５００，０００円



-２２-

区分 年度 ２８ ２９

法人税割

1.40% 免税点

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　２，０００円 　二輪　３，６００円

　　９０cc以下　２，０００円 　三輪　３，９００円　（３，１００円）

　１２５cc以下　２，４００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，８００円　（３，０００円）

　　５０cc以下　３，７００円 　　　　　　自家用　５，０００円　（４，０００円）

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　６，９００円　（５，５００円）

　農耕用　２，４００円 　　　　　　自家用　１０，８００円　（７，２００円）

　その他　５，９００円

二輪の小型自動車　６，０００円

所得割

資産割

均等割

平等割

限度額

所得割

均等割

限度額

所得割

均等割

限度額

町民税３，５００円　県民税１，５００円

9.7%

千本につき５，２６２円

（旧３級品千本につき２，９２５円）

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

5.60%

25.0%

　２３，０００円

　３１，２００円

４７０，０００円

2.70%

　　６，４００円

１２０，０００円

1.40%

　１３，０００円

　９０，０００円

均等割 ※特例により、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、町民税分、県民税分がそ
れぞれ　５００円ずつ引き上げられています

固定資産税

※（　）は、平成２７年３月３１日以前に最初（新車）の

新規検査をした車両に適用（重課車両は除く）

※平成２８年度から適用される重課・軽課について

は、「軽自動車税のあらまし（５２ページ）」を参照
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資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土　　　地　　　　３００，０００円
家　　　屋　　　　２００，０００円

償却資産　　１，５００，０００円



-２３-

区分 年度 ３０ 元

法人税割

1.40% 免税点

［種別割］

原動機付自転車 軽自動車

　　５０cc以下　２，０００円 　二輪　３，６００円

　　９０cc以下　２，０００円 　三輪　３，９００円　（３，１００円）

　１２５cc以下　２，４００円 　四輪

ミニカー 　　貨物　営業用　３，８００円　（３，０００円）

　　５０cc以下　３，７００円 　　　　　　自家用　５，０００円　（４，０００円）

小型特殊自動車 　　乗用　営業用　６，９００円　（５，５００円）

　農耕用　２，４００円 　　　　　　自家用　１０，８００円　（７，２００円）

　その他　５，９００円

二輪の小型自動車　６，０００円

［環境性能割］
令和元年１０月１日より導入。詳細については、「軽自動車税のあらまし（５２ページ）」を参照。

所得割 5.60% 5.60%
資産割 25.0% ―　（廃止）

均等割 　２３，０００円 　２３，０００円

平等割 　３１，２００円 　３１，２００円

限度額 ５１０，０００円 ５８０，０００円

所得割 2.70% 2.70%
均等割 　　６，４００円 　　６，４００円

限度額 １６０，０００円 １９０，０００円

所得割 1.40% 1.40%
均等割 　１３，０００円 　１３，０００円

限度額 １３０，０００円 １６０，０００円

町民税３，５００円　県民税１，５００円

9.7%　令和元年１０月以降　６．０％

千本につき５，６９２円　平成３０年９月まで５，２６２円

（旧３級品千本につき４，０００円　令和元年１０月以降５，６９２円）

特別土地保有税 課税停止

都市計画税 0.20%

均等割 ※特例により、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、町民税分、県民税分がそれ
ぞれ　５００円ずつ引き上げられています

固定資産税

※（　）は、平成２７年３月３１日以前に最初（新車）の

新規検査をした車両に適用（重課車両は除く）

※平成２８年度から適用される重課・軽課について

は、「軽自動車税のあらまし（５２ページ）」を参照
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資本金の金額 従業者数 税　　額

  ５０人以下 　　　５０，０００円

　５０人超 　　１２０，０００円

　１，０００万円を超え   ５０人以下 　　１３０，０００円

　１億円以下の金額 　５０人超 　　１５０，０００円

　１億円を超え１０億   ５０人以下 　　１６０，０００円

　円以下の金額 　５０人超 　　４００，０００円

　 1０億円を超える金額   ５０人以下 　　４１０，０００円

　１０億円を超え５０億

　円以下の金額

　５０億円を超える金額 　５０人超  ３,０００，０００円

　５０人超  １,７５０，０００円

　１，０００万円以下

町民税 6%

県民税 4%

平成１９年度～

課税所得（課税標準額）に

かかわらず一律１０％

土　　　地　　　　３００，０００円

家　　　屋　　　　２００，０００円

償却資産　　１，５００，０００円


